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長岡市では、梅雨明け以降の気象状況によって影響を受けている農作物および錦鯉

への渇水対策の負担軽減を図るため、市内の農業者などへかん水（水やり）に係る費

用の一部を補助してきました。しかしながら、今後も高温・少雨が続くと見込まれ、

農地や養鯉池のひび割れにより水が溜めにくくなることが懸念されるため、市内の農

業者および養鯉業者が、営農や事業継続に向け実施する渇水対策に係る費用の一部を

支援し、引き続き負担の軽減を図ります。 

１ 養鯉池復旧支援事業（市単・新規） 

・ 対象期間 令和５年８月 25日から令和６年３月 31日まで 

・ 事業主体 養鯉業者の組織する団体 

・ 補助対象 養鯉業者の組織する団体が行う養鯉池の復旧に要する経費 

（事業費が 10万円以上 150万円以下のもの） 

・ 補 助 率 補助対象事業費の 50％以内 

２ 県単農業農村整備事業（県単・拡充） 

（１）干ばつ応急対策 

・ 対象期間 令和５年７月 21日から当面の間 

・ 事業主体 土地改良区、土地改良区連合等 

・ 補助対象 土地改良区等の団体が行う水路の造成、揚水施設（井戸、揚水機等） 

の設置及び送水管の設置など、用水確保のための工事等に要する経費 

・ 補 助 率 県補助事業（50％）の補助残に対し 50％以内上乗せ補助 

（中山間地域等条件不利地域は 55％以内） 

（２）干ばつ災害復旧対策 

・ 対象期間 令和５年７月 21日から当面の間 

・ 事業主体 土地改良区、土地改良区連合等 

・ 補助対象 土地改良区等の団体が行う干ばつ災害復旧事業に要する経費 

・ 補 助 率 県補助事業（35％）の補助残に対し 50％以内上乗せ補助 

（中山間地域等条件不利地域は 55％以内） 

問い合わせ 

○養鯉池復旧支援事業 

            農水産政策課 曽根 電話０２５８－３９－２２２３ 

○県単農業農村整備事業 

農林整備課  諸橋 電話０２５８－３９－２２２４ 

渇水に苦しむ農業者、養鯉業者を支援！ 

長岡市渇水対策“第二弾”を実施します 


